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　開会 事務局長 　本日は、深谷市農業委員会総会にご出席いただきまして、
ありがとうございます。
　それでは、ただ今から令和５年第５回深谷市農業委員会総会
を開会いたします。

　委員の出欠席報告 事務局長 　はじめに、本日の出欠席委員のご報告をいたします。
　議席番号５番小内委員が欠席でございます。
　従いまして、委員２４名中２３名の出席となりますので、農業委員
会等に関する法律第２７条第３項の規定により、総会が成立して
おりますことをご報告いたします。
　また、農地利用最適化推進委員につきましては、１６名中１５名
の出席となっておりますことを合わせてご報告いたします。

　議長の選出 事務局長 　次に議長の選出を行います。
　 　深谷市農業委員会総会会議規則第３条に、会長が議長となる旨、

規定されておりますので、安藤会長にお願いいたします。

　議事録署名人の指名 議　長 　それでは、議長を務めさせていただきます。
  本日は、お忙しいなかご出席いただきありがとうございます。
　まずは、議事録署名委員の指名を行います。
　議席番号２番茂木委員、議席番号３番江口委員、以上２名
を指名いたします。
　よろしくお願いいたします。

　報告事項について 議　長 　それでは、総会日程に従いまして、順次進めさせていただきます。
　はじめに、報告第２１号「農地法第１８条第６項の規定による通知
について」から、報告第２５号「農地法第５条第１項第６号目的の買
受適格証明願に対する専決処分について」までを一括して事務局
より報告していただきます。

事務局 　はい。それでは、事務局より報告させていただきます。

　【報告第２１号～報告第２５号についてそれぞれ概要を説明】

事務局 　報告案件につきましては、以上となります。
　よろしくお願いいたします。

議　長 　はい。ありがとうございました。
　本件は専決処分事項でありますので、報告のみとさせていただき
ます。

　議案第２７号 議　長 　次に、議案書の１６ページ、議案第２７号「農用地利用集積計画の
　「農用地利用集積計画の 決定について」を議題とします。
決定について」 　事務局より説明を求めます。

事務局 　はい。それでは、議案書１６ページ、議案第２７号「農用地利用
集積計画の決定について」、事務局より説明いたします。

　【議案第２７号について概要を説明】

事務局 　「農用地利用集積計画の決定について」の説明は以上です。
　ご審議のほど、よろしくお願いいたします。
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て　　　　　　　ん　　　　　　　末会　　　議　　　件　　　名

議　長 　ただいま事務局より説明のありました本件のうち、整理番号１１番
から１２番、４８番から４９番につきましては、新規就農に関する案件
となりますので、委員より意見を伺います。
　最初に、大澤推進委員、お願いします。

大澤委員 　整理番号１１番から１２番の借受人の新規就農について、報告
いたします。
　５月１６日に、私と柴崎委員、事務局職員でヒアリングをおこない
ました。
　借受人は、埼玉県の普及指導員、農業大学校職員として農業
支援を約３０年間行ってきました。３月で退職したことを機に、近隣
在住の親戚から農地を借り入れ、農業に挑戦したいと考えたとの
ことです。労働力は、本人と妻の２人です。作物構成は、ネギ、ブ
ロッコリー、とうもろこしの３品目にしぼっていくとのことです。基本
装備は、農業用物置兼作業所、耕耘機、トラック、防除機を所有
し、トラクター等の一部機械は、近隣在住の親戚から借り入れると
のことです。販路は、農業協同組合を予定しております。
　以上のことから、必要な装備や技術を備え、販路も確保している
ことから、今回の就農については、特段問題ないものと考えます。
　報告は、以上となります。

議　長 　はい。大澤推進委員、ありがとうございました。
　続きまして、議席番号７番下田委員、お願いします。

下田委員 　整理番号４８番から４９番の借受人の新規就農について、報告
いたします。
　５月１７日に、私と安藤会長、野辺推進委員、事務局職員で
ヒアリングをおこないました。
　借受人は、３０年前にブラジルから来日し、６年前に川本地区の
農業者と知り合い農業を始めました。以前より相対で農地を借り
入れてきましたが、今回、正式な手続きをふみたいとのことです。
労働力は、本人と夫の２人です。作物構成は、ネギ、ブロッコリー、
ブラジル野菜のキャッサバと、ジロナス等とのことです。基本装備
は、農業用物置、ビニールハウス、トラクター、耕耘機、トラック、
防除機を所有しているとのことです。販路は、農業協同組合と
スーパーです。
　以上のことから、必要な装備や技術を備え、販路も確保している
ことから、今回の就農については、特段問題ないものと考えます。
今後も地域農業者との交流を図り、頑張ってもらいたいと思います。
　報告は、以上となります。

議　長 　はい。下田委員、ありがとうございました。
　それでは、本議案について審議いたします。
　この件に関し質疑はございますか。

　
　（委員より「質疑なし」との声）

議　長 　「質疑なし」との声がありますので、ここで質疑を終結し、
採決いたします。
　お諮りいたします。
　本件は、決することでよろしいでしょうか。

　（委員より「異議なし」との声）

議　長 　異議がございませんので、本件は原案どおり決します。
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て　　　　　　　ん　　　　　　　末会　　　議　　　件　　　名

　議案第２８号 議　長 　次に、議案書の３４ページ、議案第２８号「農地法第３条の規定に
　「農地法第３条の規定に よる許可申請について」を議題とします。
よる許可申請について」 　事務局より説明を求めます。

事務局 　はい。それでは、議案書３４ページ、議案第２８号「農地法第３条
の規定による許可申請について」、事務局より説明いたします。

　【議案第２８号について概要を説明】

事務局 　「農地法第３条の規定による許可申請について」の説明は以上
です。
　なお、ご審議いただくにあたりまして、担当委員と事務局で現地
調査を実施しましたことを報告いたします。
　ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

議　長 　はい。続いて、現地調査を行った委員より意見を伺います。
　農業委員の小暮委員、お願いします。

小暮委員 　はい。ご報告いたします。
　５月１２日に、私と今井委員と事務局職員で、３条申請に関係する
農地の現地調査を行いました。
　整理番号１番、２番の譲受人の経営地では、耕作・管理が適切に
おこなわれておりました。また、申請地につきましても、特に問題は
ありませんでした。
　現地調査の結果、 以上２件につきましては、農地の効率的な利
用が図られるものと判断し、委員の意見といたします。
　以上です。

議　長 　はい。小暮委員、ありがとうございました。
　続きまして、農業委員の塚原委員、お願いします。

塚原委員 　報告いたします。
　５月１２日に、 私と富田委員と事務局職員で３条申請に関係する
農地の現地調査を行いました。
　整理番号３番、４ 番の譲受人の経営地では、是正手続中の農地
を除いて、耕作・管理がおこなわれておりました。申請地に関しまし
ては、整理番号３番には特に問題はなく、整理番号４番において、
全体的に切り株が見受けられましたが、抜根作業が進んでおり、近
く農地全体を耕作利用することができるものと思われます。
　現地調査の結果、 以上２件につきましては、農地の効率的な利
用が図られるものと判断し、委員の意見といたします。
　以上です。

議　長 　はい。塚原委員、ありがとうございました。
　それでは審議に移りますが、整理番号３番につきましては、農地
地利用最適化推進委員の○○委員に関係する案件となりますの
で、○○委員には一時退室を求めます。

　（○○委員、退室）

議　長 　それでは、整理番号３番につきまして審議いたします。
　この件に関し質疑はございますか。

　（委員より「質疑なし」との声）

議　長 　「質疑なし」との声がありますので、ここで質疑を終結し、
採決いたします。
　お諮りいたします。
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て　　　　　　　ん　　　　　　　末会　　　議　　　件　　　名

　本件は、決することでよろしいでしょうか。

　（委員より「異議なし」との声）

議　長 　異議がございませんので、本件は原案どおり決します。
　○○委員、入室をお願いします。

　（○○委員、入室）

議　長 　それでは、その他の案件につきまして審議いたします。
　この件に関し質疑はございますか。

　（委員より「質疑なし」との声）

議　長 　「質疑なし」との声がありますので、ここで質疑を終結し、
採決いたします。
　お諮りいたします。
　本件は、決することでよろしいでしょうか。

　（委員より「異議なし」との声）

議　長 　異議がございませんので、本件は原案どおり決します。

　議案第２９号 議　長 　次に、議案書の３５ページ、議案第２９号「農地法第４条第１項の
　「農地法第４条第１項の 規定による許可申請承認について」を議題とします。
規定による許可申請承認 　事務局の説明を求めます。
について」

事務局 　はい。事務局よりご説明させていただきます。議案書３５ページ
及び別添の総会議案資料４ページを合わせてご確認ください。
　議案第２９号「農地法第４条第１項の規定による許可申請承認
について」であります。

　【議案第２９号について概要を説明】

事務局 　「農地法第４条第１項の規定による許可申請承認について」の
説明は以上５件です。
　ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。

議　長 　はい。それでは、本議案について審議いたします。
　この件に関し質疑はございますか。

　（委員より「質疑なし」との声）

議　長 　「質疑なし」との声がありますので、ここで質疑を終結し、
採決いたします。
　お諮りいたします。
　本件は、決することでよろしいでしょうか。

　（委員より「異議なし」との声）

議　長 　異議がございませんので、本件は原案どおり決します。

　議案第３０号 議　長 　次に、議案書の３７ページ、議案第３０号「農地法第５条第１項の
　「農地法第５条第１項の 規定による許可申請承認について」を議題とします。
規定による許可申請承認 　事務局の説明を求めます。
について」
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て　　　　　　　ん　　　　　　　末会　　　議　　　件　　　名

事務局 　はい。引き続き事務局よりご説明申し上げます。
　議案書３７ページ及び別添総会議案資料５ページを合わせてご
確認ください。
　議案第３０号「農地法第５条第１項の規定による許可申請承認に
ついて」であります。

　【議案第３０号について概要を説明】

事務局 　「農地法第５条第１項の規定による許可申請承認について」の
説明は以上１３件です。
　ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。

議　長 　はい。それでは、本議案について審議いたします。
　この件に関し質疑はございますか。

　（委員より「質疑なし」との声）

議　長 　「質疑なし」との声がありますので、ここで質疑を終結し、
採決いたします。
　お諮りいたします。
　本件は、決することでよろしいでしょうか。

　（委員より「異議なし」との声） 　

議　長 　異議がございませんので、本件は原案どおり決します。
　なお、整理番号１１・１２・１３番につきましては農地改良となります
ので、指導委員を指名いたします。
　１１番につきましては、議席番号５番小内委員、農地利用最適化
推進委員の田中島委員、１２番につきましては、議席番号８番小嶋
委員、議席番号２３番塚越委員、１３番につきましては、議席番号４
番坂本委員、議席番号２４番石川委員を指名いたします。よろしく
お願いします。

　議案第３１号 議　長 　次に、議案書の４１ページ、議案第３１号「相続税の納税猶予に
　「相続税の納税猶予に 係る特例農地等の利用状況の確認について」を議題とします。
係る特例農地等の利用 　事務局の説明を求めます。
状況の確認について」

事務局 　はい。それでは、議案第３１号「相続税の納税猶予に係る特例
農地等の利用状況の確認について」、事務局よりご説明させて
いただきます。

　【議案第３１号について概要を説明】

事務局 　以上、「相続税の納税猶予に係る特例農地等の利用状況の確
認について」は４件でございます。
　なお、相続税の納税猶予に係る特例農地等の利用状況につき
ましては、対象となる農地が耕作上支障がないとの確認として、
議席番号３番江口委員、議席番号５番小内委員、馬場推進委員
が現地を確認を行いましたことを合わせて報告いたします。
　ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

議　長 　はい。ただ今説明のありました本件につきまして、現地を確認し
た委員より意見を伺います。
　１番と４番につきましては、議席番号３番江口委員お願いします。

江口委員 　はい。ご報告申し上げます。本議案につきまして、５月１９日に納
税猶予の対象となる農地の現地確認を行いました。
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て　　　　　　　ん　　　　　　　末会　　　議　　　件　　　名

　整理番号１番及び整理番号４番、各相続人の対象となるすべて
の特例農地につきましては、耕作が適切におこなわれており、特
に問題はありませんでした。
　現地確認の結果、相続税の納税猶予に係る特例農地等の利用
状況の確認について支障はないと判断し、委員の意見 といたしま
す。
　以上でございます。

議　長 　はい。江口委員、ありがとうございました。
　続きまして、２番につきましては、馬場推進委員お願いいたしま
す。

馬場委員 　はい。報告いたします。本議案につきまして、５月１８日に納税猶
予の対象となる農地の現地確認を行いました。
　整理番号２番相続人の対象となるすべての特例農地につきまし
ては、耕作が適切におこなわれており、特に問題はありませんで
した。
　現地確認の結果、相続税の納税猶予に係る特例農地等の利用
状況の確認について支障はないと判断し、委員の意見といたし
ます。
　以上でございます。

議　長 　はい。馬場推進委員、ありがとうございました。
　続きまして、３番につきましては、本日小内委員が欠席のため、
事務局より説明をお願いいたします。

事務局 　はい。事務局よりご説明させていただきます。
　小内委員より、事前に「整理番号３番相続人の対象となるすべて
の特例農地につきましては、現地を確認し、耕作が適切におこな
われており、特に問題はありませんでした。との報告を受けており
ます。
　以上、事務局からの説明になります。

議　長 　はい。ありがとうございました。
　それでは本議案について審議いたします。
　この件に関し、質疑はございますか。

　（委員より「質疑なし」との声）

議　長 　「質疑なし」との声がありますので、ここで質疑を終結し、
採決いたします。
　お諮りいたします。
　本件は、決することでよろしいでしょうか。

　（委員より「異議なし」との声）

議　長 　異議がございませんので、本件は原案どおり決します。

　議案第３２号 議　長 　次に、議案書の４４ページ、議案第３２号「農用地利用集積等促
　「農用地利用集積等 進計画（案）に対する意見について」を議題とします。
促進計画（案）に対する 　農業振興課の説明を求めます。
意見について」

農業振興課 　はい。議案説明の前に「農用地利用集積等促進計画」について
説明させていただきます。
　先月４月３０日に行われました第４回総会において説明させてい
ただいた内容と重複いたしますが、令和５年４月１日施行の「農業
経営基盤強化促進法等」の法改正により「農用地利用集積計画」
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と「農用地利用配分計画」が新たに「農用地利用集積等促進計画」
に統合されました。これまで農地中間管理事業における農地中間
管理機構と借受者の農地貸借は「農用地利用配分計画」で行われ
てきましたが、令和５年４月１日以降に作成された計画につきまして
は、「農用地利用集積等促進計画」にて行うことになります。なお、
委員の皆様にご審議いただく内容につきましては、これまでの「農
用地利用配分計画」と変更はございません。
　それでは議案書４４ページ、議案第３２号「農用地利用集積等促
進計画（案）に対する意見について」説明させていただきます。

　【議案第３２号について概要を説明】

農業振興課 　以上、農業振興課からの説明とさせていただきます。
　ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

議　長 　はい。ただ今農業振興課より説明のありました本議案について審
議いたします。
　この件に関し質疑はございますか。

　（委員より「質疑なし」との声）

議　長 　「質疑なし」との声がありますので、ここで質疑を終結し、
採決いたします。
　お諮りいたします。
　本件は、「意見なし」と決することでよろしいでしょうか。

　（委員より「異議なし」との声）

議　長 　意見がございませんので、本件は「意見なし」と決します。

議　長 　以上をもちまして、本委員会に上程されました報告事案及び議案
に関する審議は全て終了いたしました。
　これにて、議長の職を解かせていただきます。
　ご協力ありがとうございました。

　閉会 事務局長 　以上をもちまして、令和５年第５回深谷市農業委員会総会を閉会
いたします。
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　上記、会議のてん末を記載し、相違ないことを記するため、ここに署名する。

令和５年５月３０日

議　　長 安藤　已喜夫

署名委員 茂木　浩

署名委員 江口　明


